
平
成
十
年
六
月
十
九
日
受
領 

答

弁

第

三

五

号 

      
衆
議
院
議
員
石
井
紘
基
君
提
出
徳
山
ダ
ム
建
設
予
定
地
域
の
河
川
管
理
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す 

る
。 内

閣
衆
質
一
四
二
第
三
五
号 

平
成
十
年
六
月
十
九
日 

衆

議

院

議

長 
伊 

 

宗 

一 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

橋 

本 
 

太 

郎 

 

一 

 



 

2
に
つ
い
て 

1
に
つ
い
て 

て
、
治
水
上
問
題
は
な
い
旨
及
び
河
川
一
時
使
用
届
出
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
旨
を
口
頭
で
回
答
し
て
い
る
。
ま
た
、
御
指

摘
の
「
そ
の
後
の
電
話
等
の
や
り
と
り
」
に
お
い
て
、
同
部
が
本
件
作
業
道
路
の
設
置
に
関
し
治
水
上
及
び
法
律
上
の
問
題

は
な
い
と
い
う
認
識
を
撤
回
又
は
変
更
し
た
事
実
は
な
い
。 

建
設
省
中
部
地
方
建
設
局
河
川
部
は
、
平
成
九
年
七
月
二
十
五
日
に
、
徳
山
ダ
ム
建
設
中
止
を
求
め
る
会
（
以
下
「
中
止

を
求
め
る
会
」
と
い
う
。
）
の
会
員
か
ら
の
御
指
摘
の
よ
う
な
質
問
に
対
し
、
木
曾
川
水
系
磯
谷
川
に
係
る
河
川
予
定
地
等 

は
、
平
成
九
年
十
二
月
に
、
中
止
を
求
め
る
会
の
会
員
に
対
し
、
本
件
作
業
道
路
の
設
置
に
つ
い
て
河
川
一
時
使
用
届
出
書

が
提
出
さ
れ
て
い
る
旨
を
口
頭
で
回
答
し
て
い
る
。 

に
お
け
る
有
限
会
社
オ
ヅ
リ
ン
サ
ン
に
よ
る
作
業
道
路
の
設
置
（
以
下
「
本
件
作
業
道
路
の
設
置
」
と
い
う
。
）
に
つ
い 

建
設
省
中
部
地
方
建
設
局
木
曽
川
上
流
工
事
事
務
所
揖
斐
川
第
一
出
張
所
（
以
下
「
揖
斐
川
第
一
出
張
所
」
と
い
う
。
） 

ま
た
、
建
設
省
中
部
地
方
建
設
局
木
曽
川
上
流
工
事
事
務
所
は
、
平
成
十
年
一
月
に
、
中
止
を
求
め
る
会
の
会
員
に
対 

衆
議
院
議
員
石
井
紘
基
君
提
出
徳
山
ダ
ム
建
設
予
定
地
域
の
河
川
管
理
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

5
か
ら
8
ま
で
に
つ
い
て 

4
に
つ
い
て 

3
に
つ
い
て 

し
、
本
件
作
業
道
路
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
平
成
七
年
当
時
河
川
管
理
者
の
判
断
で
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六

十
七
号
）
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
許
可
を
必
要
と
す
る
行
為
で
は
な
い
と
し
た
も
の
で
あ
る
旨
を
、
口
頭
で
回
答
し
て
い

る
。 木

曾
川
水
系
磯
谷
川
に
係
る
河
川
区
域
は
、
同
川
に
お
け
る
河
川
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
該
当
す
る
土
地
の

区
域
で
あ
る
。
ま
た
、
同
川
に
係
る
河
川
予
定
地
は
、
昭
和
四
十
九
年
六
月
二
十
四
日
建
設
省
告
示
第
九
百
二
十
五
号
の
別

紙
図
面
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。 

し
て
作
業
道
路
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
河
川
法
第
二
十
四
条
に
基
づ
く
河
川
管
理
者
の
許
可
を
受
け
る
必
要
が
あ

る
。 

河
川
区
域
内
の
土
地
（
河
川
管
理
者
以
外
の
者
が
そ
の
権
原
に
基
づ
き
管
理
す
る
土
地
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
占
用 

本
件
作
業
道
路
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
そ
の
大
部
分
が
河
川
区
域
外
の
土
地
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
並
び
に
河 

四 

 



 

 

五 

川
区
域
内
の
土
地
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
も
、
治
水
上
問
題
が
な
い
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
及
び
徳
山
ダ
ム
の
建
設
に
伴
う
水

没
地
域
内
の
立
木
の
伐
採
の
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
平
成
七
年
当
時
に
は
揖
斐

川
第
一
出
張
所
に
お
い
て
河
川
法
第
二
十
四
条
に
基
づ
く
許
可
を
受
け
る
必
要
が
な
い
と
の
判
断
が
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
が
、
本
来
は
、
河
川
区
域
内
の
土
地
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
同
条
に
基
づ
く
許
可
の
手
続
を
要
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

解
さ
れ
る
。 

9
に
つ
い
て 

個
別
の
河
川
区
域
内
の
土
地
の
使
用
に
対
す
る
河
川
法
第
二
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
河
川
管
理
者
は
、

当
該
土
地
の
使
用
が
同
条
に
規
定
す
る
「
占
用
」
に
該
当
す
る
か
否
か
も
含
め
て
判
断
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 


